
 
 

2025年2月20日 

各位 

会 社 名　株式会社コメ兵ホールディングス 

代表者名　代表取締役社長  石　原　卓　児 

（コード番号：2780 東証スタンダード・名証メイン） 

問合せ先　ＩＲ・広報部長  吉　田　浩　之 

（TEL. 052-249-5366） 

 

ブランド・ファッション事業の2025年3月期1月度月次に関するお知らせ 
 

　弊社ブランド・ファッション事業の「月次売上高」と「個人買取額」について、下記のとおり、お知らせ 

いたします。 

 

記 

　　＜ブランド・ファッション事業　売上高＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：百万円） 

 ４月度 ５月度 ６月度 
第１四半期 

累計期間 
７月度 ８月度 ９月度 

第２四半期 

累計期間 

売　上　高 10,144 10,990 11,296 32,430 11,928 10,403 12,463 67,226 

前　年　比 － － － 134.7% － － － 132.3%  

 10月度 11月度 12月度 
第3四半期 

累計期間 
１月度 ２月度 ３月度 

第4四半期 

累計期間 

売　上　高 11,567 13,384 15,025 107,207 16,852    

前　年　比 － － － 133.8% － － －  

 

　　＜ブランド・ファッション事業　個人買取額＞　       　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     　　　　（単位：百万円） 

 ４月度 ５月度 ６月度 
第１四半期 

累計期間 
７月度 ８月度 ９月度 

第２四半期 

累計期間 

買　取　額 5,718 6,281 5,986 17,986 6,533 5,688 5,784 35,992 

前　年　比 － － － 133.3% － － － 124.4%  

 10月度 11月度 12月度 
第3四半期 

累計期間 
１月度 ２月度 ３月度 

第4四半期 

累計期間 

買　取　額 7,235 6,715 6,905 56,849 6,631    

前　年　比 － － － 122.1% － － －  

 

　　＜参考：株式会社コメ兵　売上高＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（単位：百万円） 

 ４月度 ５月度 ６月度 
第１四半期 

累計期間 
７月度 ８月度 ９月度 

第２四半期 

累計期間 

売　上　高 6,955 7,666 7,572 22,194 8,483 7,453 9,535 47,666 

前　年　比 131.2% 127.5% 125.9% 128.1% 140.7% 134.8% 121.0% 129.6% 

 10月度 11月度 12月度 
第3四半期 

累計期間 
１月度 ２月度 ３月度 

第4四半期 

累計期間 

売　上　高 7,858 9,827 11,417 76,780 9,768    

前　年　比 125.9% 137.5% 134.6% 130.9% 128.7%    

 

・国内新規出店：買取専門店3店舗 

・海外新規出店：買取併設店（上海）1店舗 

・2025年3月期1月度より、アールケイエンタープライズ、Rs-JAPANの売上高を計上 

・個人買取は、相場の変動に合わせ、メリハリを付けた価格を設定 

・法人向けオークションの取引相場は、時計は小売向きの人気ブランドが牽引し、上昇傾向。バッグは、全体では横ば

いで推移し、一部ブランドで上昇  
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（注） 1．ブランド・ファッション事業とは、以下の事業会社が含まれます。（2025年1月末現在） 

              株式会社コメ兵、株式会社K-ブランドオフ、株式会社KOMEHYOオークション、株式会社イヴコーポレーション、 

              株式会社シェルマン、株式会社セルビー、株式会社アールケイエンタープライズ、株式会社Rs-JAPAN、 

　　　　　　　SAHA KOMEHYO COMPANY LIMITED、KOMEHYO BRAND OFF ASIA LIMITED、米濱上海商貿有限公司、 

　　　　　　  名流國際名品股份有限公司、KOMEHYO SINGAPORE PTE. LTD.、KOMEHYO MALAYSIA SDN.BHD.、 

　　　　　　　RODEO DRIVE JAPAN CO.LIMITED 

　　　　  2. 上記数値は速報値であり、後日修正の可能性があります。 

　　　　  3．本通知書の財務数値については、監査法人による会計監査は受けておりません。 

 　　　   4．海外事業会社は12月決算のため、集計の対象となる月が異なります。 

　　　　　　 また、為替換算の影響により決算期の数値と差異が生じる可能性がございます。 

   　　   5．ブランド・ファッション事業の売上高と個人買取額の前年比は四半期ごとに算出します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 
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